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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 1月 26日 (2007.1.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 移 動 可 能 な 第 １ の 移 動 部 材 と 、
　 前 記 第 １ の 移 動 部 材 を に ロ ッ ク す る 第 １ の 領 域 と 該 ロ ッ ク を 解 除 す る 第 ２
の 領 域 と 該 第 １ お よ び 第 ２ の 領 域 の 間 の 移 行 領 域 で あ る 第 ３ の 領 域 と で 移 動 可 能 な 第 ２
の 移 動 部 材 と 、
　 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 を 駆 動 す る ア ク チ ュ エ ー タ と 、
　 前 記 第 １ の 移 動 部 材 が 前 記 に 存 在 す る か 否 か に 応 じ た 位 置 信 号 を 出 力 す る 第
１ の 検 出 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 、 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 領 域 に 位 置 す る 状 態 で 第 １ の 信 号 を
出 力 し 、 前 記 第 ３ の 領 域 に 位 置 す る 状 態 で 前 記 第 １ の 信 号 と は 異 な る 第 ２ の 信 号 を 出 力 す
る 第 ２ の 検 出 手 段 と 、
　 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、
　 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 信 号 と 前 記 位 置 信 号 と に 基 づ い て 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 位 置 す る
領 域 を 判 別 し 、
　 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 前 記 第 １ の 領 域 に 位 置 す る と 判 別 し た と き は 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー
タ を 第 １ の 手 順 で 制 御 す る こ と に よ り 該 第 ２ の 移 動 部 材 を 前 記 第 １ の 領 域 内 に 設 定 さ れ た

に 移 動 さ せ 、
　 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 前 記 第 ２ 又 は 第 ３ の 領 域 に 位 置 す る と 判 別 し た と き は 、 前 記 ア ク
チ ュ エ ー タ を 前 記 第 １ の 手 順 と は 異 な る 第 ２ の 手 順 で 制 御 す る こ と に よ り 該 第 ２ の 移 動 部
材 を 前 記 に 移 動 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 位 置 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、
　 前 記 第 １ の 手 順 で は 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 、 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 前 記 第 ３ の 領 域 に
移 動 す る 方 向 に 、 前 記 第 １ の 信 号 が 前 記 第 ２ の 信 号 に 切 り 換 わ り 、 か つ 該 切 り 換 わ り 時 点
か ら の 駆 動 量 が に 達 す る ま で 駆 動 し 、 そ の 後 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 前 記 第 １
の 領 域 に 移 動 す る 方 向 に 、 前 記 第 ２ の 信 号 が 前 記 第 １ の 信 号 に 切 り 換 わ り 、 か つ 該 切 り 換
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わ り 時 点 か ら の 駆 動 量 が 前 記 ま で の 駆 動 量 に 相 当 す る に 達 す る ま
で 駆 動 し 、
　 前 記 第 ２ の 手 順 で は 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 、 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 前 記 第 １ の 領 域 に
移 動 す る 方 向 に 、 前 記 第 ２ の 信 号 が 前 記 第 １ の 信 号 に 切 り 換 わ り 、 か つ 該 切 り 換 わ り 時 点
か ら の 駆 動 量 が 前 記 に 達 す る ま で 駆 動 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載
の 位 置 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 は 、 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 の 初 期 化 位 置 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
又 は ２ に 記 載 の 位 置 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 移 動 可 能 な 第 １ の 移 動 部 材 と 、
　 前 記 第 １ の 移 動 部 材 ロ ッ ク す る 第 １ の 領 域 と 該 ロ ッ ク を 解 除 す る 第 ２ の 領 域 と 該 第 １
お よ び 第 ２ の 領 域 の 間 の 移 行 領 域 で あ る 第 ３ の 領 域 と で 移 動 可 能 な 第 ２ の 移 動 部 材 と 、
　 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 を 駆 動 す る ア ク チ ュ エ ー タ と 、
　 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 、 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 領 域 に 位 置 す る 状 態 で 第 １ の 信 号 を
出 力 し 、 前 記 第 ３ の 領 域 に 位 置 す る 状 態 で 前 記 第 １ の 信 号 と は 異 な る 第 ２ の 信 号 を 出 力 す
る 検 出 手 段 と 、
　 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ の 制 御 開 始 後 に 該 制 御 が 中 断 さ れ た と き は 、 該 中
断 ま で の 前 記 検 出 手 段 か ら の 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 信 号 の 出 力 履 歴 に 基 づ い て 、 該 制 御 が
再 開 さ れ た 後 の 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ の 制 御 内 容 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 位 置 制 御 装 置
。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 出 力 履 歴 が 、 前 記 第 ２ の 信 号 の 出 力 を 経 な い で 前 記 第 １ の 信 号 が
出 力 さ れ て い る 第 １ の 履 歴 か 、 前 記 第 ２ の 信 号 の 出 力 を 経 て 前 記 第 １ の 信 号 が 出 力 さ れ て
い る 第 ２ の 履 歴 か 、 前 記 第 １ の 信 号 の 出 力 を 経 て 第 ２ の 信 号 が 出 力 さ れ て い る 第 ３ の 履 歴
か を 判 別 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 位 置 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 外 部 か ら の 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 制 御 の 再 開 後 の 前 記 第 ２ の 移 動 部 材
の 駆 動 方 向 を 決 定 し 、
　 該 決 定 結 果 が 前 記 第 １ の 領 域 側 で あ る 場 合 に お い て 、 前 記 出 力 履 歴 が 前 記 第 ２ お よ び 第
３ の 履 歴 で あ る と き は 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 前 記 第 １ の 領 域 に 移 動
す る 方 向 に 駆 動 し 、 前 記 出 力 履 歴 が 前 記 第 １ の 履 歴 で あ る と き は 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 停
止 さ せ 、
　 該 決 定 結 果 が 前 記 第 ２ の 領 域 側 で あ る 場 合 に お い て 、 前 記 出 力 履 歴 が 前 記 第 １ お よ び 第
３ の 履 歴 で あ る と き は 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 前 記 第 ２ の 領 域 に 移 動
す る 方 向 に 駆 動 し 、 前 記 出 力 履 歴 が 前 記 第 ２ の 履 歴 で あ る と き は 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 停
止 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 位 置 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　

　

【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ か ら の い ず れ か に 記 載 の 位 置 制 御 装 置 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 光 学 機
器 。
 
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
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前 記 第 １ の 移 動 部 材 は 、 撮 影 光 学 系 の 光 軸 と 直 交 す る 方 向 に 移 動 し て 像 振 れ を 補 正 す る
た め の レ ン ズ を 保 持 す る レ ン ズ 保 持 部 材 で あ り 、

前 記 第 ２ の 移 動 部 材 は 、 前 記 レ ン ズ 保 持 部 材 の ロ ッ ク 及 び ロ ッ ク 解 除 を 行 う た め の ロ ッ
ク 部 材 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ６ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 位 置 制 御 装 置 。

７ １ つ



【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 位 置 制 御 装 置 及 び 光 学 機 器
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 、 以 上 の よ う な 局 面 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 移 動 部 材 の 当 接 部 へ の 衝 突 に よ
る 衝 撃 音 の 発 生 を 阻 止 し 、 移 動 部 材 の 高 速 駆 動 化 に 対 応 し た 構 造 を 持 っ た 位 置 制 御 装 置 、

備 え た 光 学 機 器 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
 
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 願 発 明 の 位 置 制 御 装 置 の 第 １ の 構 成 は 、 移 動 可 能 な 第 １
の 移 動 部 材 と 、 第 １ の 移 動 部 材 を に ロ ッ ク す る 第 １ の 領 域 と ロ ッ ク を 解 除 す る
第 ２ の 領 域 と 第 １ お よ び 第 ２ の 領 域 の 間 の 移 行 領 域 で あ る 第 ３ の 領 域 と で 移 動 可 能 な 第 ２
の 移 動 部 材 と 、 第 ２ の 移 動 部 材 を 駆 動 す る ア ク チ ュ エ ー タ と 、 第 １ の 移 動 部 材 が

に 存 在 す る か 否 か に 応 じ た 位 置 信 号 を 出 力 す る 第 １ の 検 出 手 段 と 、 第 ２ の 移 動 部 材 が 、
第 １ お よ び 第 ２ の 領 域 に 位 置 す る 状 態 で 第 １ の 信 号 を 出 力 し 、 第 ３ の 領 域 に 位 置 す る 状 態
で 第 １ の 信 号 と は 異 な る 第 ２ の 信 号 を 出 力 す る 第 ２ の 検 出 手 段 と 、 ア ク チ ュ エ ー タ を 制 御
す る 制 御 手 段 と を 有 し 、 制 御 手 段 は 、 第 １ お よ び 第 ２ の 信 号 と 位 置 信 号 と に 基 づ い て 第 ２
の 移 動 部 材 が 位 置 す る 領 域 を 判 別 し 、 第 ２ の 移 動 部 材 が 第 １ の 領 域 に 位 置 す る と 判 別 し た
と き は 、 ア ク チ ュ エ ー タ を 第 １ の 手 順 で 制 御 す る こ と に よ り 第 ２ の 移 動 部 材 を 第 １ の 領 域
内 に 設 定 さ れ た に 移 動 さ せ 、 第 ２ の 移 動 部 材 が 第 ２ 又 は 第 ３ の 領 域 に 位 置 す る
と 判 別 し た と き は 、 ア ク チ ュ エ ー タ を 第 １ の 手 順 と は 異 な る 第 ２ の 手 順 で 制 御 す る こ と に
よ り 第 ２ の 移 動 部 材 を に 移 動 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 。
 
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 願 発 明 の 位 置 制 御 装 置 の 第 ２ の 構 成 は 、 移 動 可 能 な 第 １ の 移 動 部 材 と 、 前 記 第 １ の 移
動 部 材 ロ ッ ク す る 第 １ の 領 域 と 該 ロ ッ ク を 解 除 す る 第 ２ の 領 域 と 該 第 １ お よ び 第 ２ の 領
域 の 間 の 移 行 領 域 で あ る 第 ３ の 領 域 と で 移 動 可 能 な 第 ２ の 移 動 部 材 と 、 前 記 第 ２ の 移 動 部
材 を 駆 動 す る ア ク チ ュ エ ー タ と 、 前 記 第 ２ の 移 動 部 材 が 、 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 領 域
に 位 置 す る 状 態 で 第 １ の 信 号 を 出 力 し 、 前 記 第 ３ の 領 域 に 位 置 す る 状 態 で 前 記 第 １ の 信 号
と は 異 な る 第 ２ の 信 号 を 出 力 す る 検 出 手 段 と 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 制 御 す る 制 御 手 段 と
を 有 し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ の 制 御 開 始 後 に 該 制 御 が 中 断 さ れ た と き は
、 該 中 断 ま で の 前 記 検 出 手 段 か ら の 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の 信 号 の 出 力 履 歴 に 基 づ い て 、 該
制 御 が 再 開 さ れ た 後 の 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ の 制 御 内 容 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。
 
【 手 続 補 正 ６ 】
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及 び こ れ を

第 １ の 位 置

第 １ の 位
置

第 ２ の 位 置

第 ２ の 位 置

を



【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 願 発 明 の 位 置 制 御 装 置 の 第 １ の 構 成 に よ れ ば 、 第 ２ の 移 動 部 材 が 第 １ か ら 第 ３ の 領 域
の ど こ に 位 置 す る 場 合 で も 、 ２ つ の 単 純 な 検 出 手 段 を 用 い
て 、 第 １ の 領 域 内 の 特 定 位 置 （ ） に 正 確 に 移 動 さ せ る こ と が で き る 。
 
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 例 え ば 、 第 ２ の 移 動 部 材 の 移 動 範 囲 を 制 限 す る 阻 止 部 が 第 １ の 領 域 及 第 ２ の 領 域
に 設 け ら れ て い る 場 合 で あ っ て も 、 第 ２ の 移 動 部 材 を 該 阻 止 部 に 当 接 さ せ る こ と な く 、

に 移 動 さ せ る こ と が で き る た め 、 当 接 時 に 異 音 が 発 生 す る の を 阻 止 す る こ と が で
き る 。
 
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 １ ６ は 、 図 １ ５ に 示 し た レ ン ズ シ ス テ ム お よ び カ メ ラ シ ス テ ム に お け る 主 要 動 作 を 示
す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 な お 、 図 中 記 載 の 『 Ｙ 』 は Ｙ Ｅ Ｓ 、 『 Ｎ 』 は Ｎ Ｏ を 意 味 す る 。
ま ず 、 カ メ ラ 本 体 ２ ０ ０ の 電 源 ス イ ッ チ ２ ０ ３ が Ｏ Ｎ さ れ 、 レ ン ズ 本 体 ３ ０ ０ に 電 源 の 供
給 が 開 始 （ 又 は 、 新 し い 電 池 を 入 れ ら れ た 場 合 、 カ メ ラ 本 体 ２ ０ ０ に レ ン ズ 本 体 ３ ０ ０ が
装 着 さ れ た 場 合 な ど カ メ ラ 本 体 ２ ０ ０ と レ ン ズ 本 体 ３ ０ ０ と の 間 で 通 信 が 開 始 ） さ れ た こ
と を 判 別 す る と （ Ｓ ５ ０ ０ １ ） 、 レ ン ズ Ｃ Ｐ Ｕ ３ ０ １ は 振 れ 補 正 ３ ０ ５ に 通 電 を
行 い 、 振 れ 補 正 ３ ０ ５ の イ ニ シ ャ ル 動 作 を 行 う 。
 
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 こ の イ ニ シ ャ ル 動 作 に つ い て の 詳 細 は 、 本 発 明 の 振 れ 補 正 の 機 械 的 構 成 を 説 明
し た 後 に 説 明 （ 後 述 ） す る が 、 概 説 す る と 、 振 れ 補 正 ３ ０ ５ の ロ ッ ク 機 構 の ロ ッ
ク 部 材 （ 振 れ 補 正 光 学 系 の 保 持 枠 を ロ ッ ク す る 部 材 ） を 所 定 の 基 準 位 置 に 設 定 す る た め の
処 理 で 、 ロ ッ ク 機 構 の 駆 動 途 中 で の 電 源 遮 断 や 衝 撃 等 で 、 ロ ッ ク 機 構 の ロ ッ ク 部 材 の 位 置
が ズ レ て 、 現 在 の ロ ッ ク 状 態 が 所 定 の 基 準 位 置 か ら 特 定 で き な く な っ て し ま っ た 時 の た め
に 、 必 ず 電 源 投 入 時 に ロ ッ ク 機 構 を 駆 動 し て 、 ロ ッ ク 部 材 を 所 定 の 基 準 位 置 に 設 定 す る 処
理 で あ る 。
 
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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（ 第 １ お よ び 第 ２ の 検 出 手 段 ）
第 ２ の 位 置

第
２ の 位 置

ユ ニ ッ ト
ユ ニ ッ ト

ユ ニ ッ ト
ユ ニ ッ ト



【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 振 れ 補 正 ユ ニ ッ ト ３ ０ ５ の イ ニ シ ャ ル 動 作 と は 、 ロ ッ ク リ ン グ （ ロ ッ ク 部 材 ） １ ０ を 所
定 の 初 期 状 態 （ 基 準 位 置 ） に 設 定 す る た め の 処 理 で 、 ロ ッ ク リ ン グ １
０ を モ ー タ １ １ に よ り 駆 動 し て い る 途 中 で 電 源 が 遮 断 さ れ た り 、 衝 撃 等 で ロ ッ ク リ ン グ １
０ の 位 置 が ず れ て （ 不 意 に 回 転 し て ） 、 現 在 の ロ ッ ク 状 態 が 、 所 定 基 準 位 置 か ら 特
定 で き な く な っ て し ま っ た 時 の た め に 、 必 ず 電 源 投 入 時 に 、 ロ ッ ク リ ン グ １ ０ を 駆 動 し て
、 所 定 の 初 期 状 態 （ 基 準 位 置 ） に 設 定 す る 処 理 で あ る 。
 

(5) JP 2005-215564 A5 2007.3.15

初 期 化 位 置 と し て の
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